
平成２８年７月２１日定例教授会議事抄録 

 

出 席 者 

  髙見澤所長 

  池本，板倉，大木，佐藤，菅，髙橋，長澤，中島，名和，平勢，桝屋，真鍋，松田， 

安冨の各教授 

  池亀，鍾，塚本，古井，森本の各准教授 

海外渡航者 

黒田教授、青山，李，小寺，馬場，シルツの各准教授 

 

議事に先立ち７月８日付け異動教員から挨拶があった。 

 

議 事 

  

 ７月７日開催の定例教授会の議事抄録を承認した。 

 

通知事項 

 １．教員等の公募 なし 

 ２．各種研究助成等の募集について、資料Ｐ７のとおり３件。 

 

報告事項 

 ３．所長報告 

   髙見澤所長から、以下の会議等について報告があった。 

１）評価委員会（７月１９日） 

資料Ｐ８～１０に基づき、同会議での報告事項の概要について報告があった。 

  ２）科所長会議（７月１９日） 

   ①東京大学卓越教授規則 

東京大学卓越教授規則の概要について報告があった。 

②平成 29年度における教員採用可能数の再配分 

  平成 29年度における教員採用可能数の再配分について、報告があった。 

③東京大学修学支援事業基金内規の制定 

資料Ｐ１３～１６に基づき、東京大学修学支援事業基金内規の制定について報告

があった。 

④東京大学創立周年事業 

資料Ｐ１７に基づき、東京大学創立周年事業について報告があった。 

⑤大使館推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の受入れ内諾時のトラブル防止

依頼 

資料Ｐ１８～２１に基づき、大使館推薦による国費外国人留学生（研究留学生）



の受入れ内諾時のトラブル防止依頼について報告があり、絶対に教員から直接書類

の発行等を行うことのないよう要請があった。 

⑥体験活動プログラム 

平成 27年度体験活動プログラム活動の報告書の発行について、報告があった。 

⑦学生相談ネットワーク本部 2015年度活動報告書発行 

学生相談ネットワーク本部 2015年度活動報告書の発行について報告があった。 

⑧教員著作物の可視化と国際発信 

資料Ｐ２２～２３に基づき、教員著作物の可視化と国際発信について報告があっ

た。 

⑨障害者の雇用状況 

資料Ｐ２４～２５に基づき、障害者の雇用状況について報告があった。 

⑩学術情報基盤整備検討懇談会 

資料Ｐ２６～３０に基づき、学術情報基盤整備検討懇談会の委員および懇談会の

報告内容について報告があった。 

⑪第 12回プレジデンツ・カウンシル 

資料Ｐ３１～３２に基づき、本年度１１月に開催予定の第 12回プレジデンツ・カ

ウンシルについて報告があった。 

⑫高校生のための東京大学オープンキャンパス 2016の実施  

８月に開催予定の高校生のための東京大学オープンキャンパス 2016 のパフレッ

トについて報告があった。 

⑬女子高校生のための東京大学説明会 

９月に開催予定の女子高校生のための東京大学説明会について報告があった。 

⑭大学案内 2017  

「東京大学案内 2017 東京大学で学びたい人へ」の発行について報告があった。 

⑮東京大学基金 2015年度活動報告書 

「東京大学基金 2015年度活動報告書」の発行について報告があった。 

３）予算委員会（７月１９日） 

資料Ｐ３３～３７に基づき、同委員会での報告事項の概要について報告があった。

このことに関連し、資料Ｐ３４～Ｐ３６に明記された事業に合わない提案であって

も、Ｐ３７のように総長裁量経費として対応可能な場合があること、そのためには

年度当初を目途に申し出が必要である旨補足説明があった。 

  ４）教員の海外渡航について（報告） 

総務委員会にて資料Ｐ３８～４０のとおり９件を承認した旨報告があった。 

また、このことに関連し、資料Ｐ４１～４２に基づき、外務省から危険情報が発

出されている地域に渡航する際の所内の取り扱いについて提案があり、意見交換の

結果以下の取り扱いとすることとした。 

・「レベル２：不要不急の渡航は止めてください。」以下の場合は、原則、渡航

を許可するが、できるだけ渡航時期の変更を検討してください。 



・「レベル３：渡航は止めてください（渡航中止勧告）」以上の場合は、原則、

所長として出張や研修の承認はしない。 

・レベル３以上であっても渡航の必要がある場合や現地や他国の情報から渡航が

可能な情勢だと思われる等により渡航を希望する教員は総務委員会へ渡航許可

の審議を願い出ることができる。総務委員会で判断できない場合は、教授会で

審議する。 

・教員ではない者（短時間勤務有期雇用教職員（特任研究員等）や受入れている

研究員）の危険情報の発出されている地域への出張の可否の判断は、まずは受

入教員が行うこと。 

・教員ではない者（短時間勤務有期雇用教職員（特任研究員等）や受入れている

研究員）の渡航の可否について受入教員で判断が難しい事案については、総務

委員会へ審議を願い出ることができる。 

・私事による渡航については所長に命令権がないが、趣旨を理解し安全を念頭に

各自判断願いたい。 

・海外に渡航する際は、出張か私事渡航、危険地域か否かを問わず、念のため緊

急連絡先を事務等に伝えておくことをお願いしたい。 

５）委員等の応嘱について 

資料Ｐ４３のとおり１件を承認した旨報告があった。 

６）その他 

   ①国立シンガポール大学と協定を結ぶ（更新する）国際企画課からの問い合わせにつ

いて 

東京大学と国立シンガポール大学と協定を結ぶ（更新する）にあたり、国際企画

課から東洋文化研究所のかかわり方について照会があり、所としては無関係ではな

いが、幹事をするほどの関連もないとの判断で「関連部局」との立場を考えている

旨報告があった。 

   ②ハチの巣への注意について 

  東洋文化研究所の玄関前の木にハチの巣が見つかり、環境安全本部に連絡した旨

報告があった。また、むやみに巣に近づいたり、ハチを刺激することのないよう注

意喚起があった。 

 

 ４．各委員会報告 

  １）財務委員会 

  休会のため特になし 

  ２）インフラ委員会 

  休会のため特になし 

３）情報・広報委員会 

  池本委員長から、 

① 資料Ｐ４４に基づき、６月３０日に開催した夏の公開講座のアンケート集計結果



について報告があった。 

② 資料Ｐ４５に基づき、平成２８年１０月１５開催予定の第１６回公開講座の概要

について、報告があった。 

③ 資料Ｐ４６～４７に基づき、「東大ＴＶ」「東大ナビ」について、説明があった。

東洋文化研究所で開催される講演会、退職前の講義・講演等についても、講演者の

許可を得て映像記録を残していきたいと考えている旨報告があった。 

④ 資料Ｐ４８に基づき、所内無線ＬＡＮサービス（One-Time Pass）について、web

から申し込めるので、活用願いたいとの報告があった。 

４）研究企画委員会 

  休会のため特になし 

  ５）東洋学研究情報センター委員会 

 平勢副センター長から、資料Ｐ４９に基づき、東洋学研究情報センター機関推進プ

ロジェクト採択について追加申請があり、審議の結果承認したこと。追加承認された

ものは一般プロジェクトのため予算配分はない旨報告があった。 

  ６）情報セキュリティ委員会 

髙見澤所長から、 

① 長澤教授の研究に関係し、新しいドメインを作成した旨報告があった。 

② 夏季期間中は、不審なメールの送信や不正アクセスを受ける可能性が高いことに

ついて注意喚起があった。また、何か問題が起きた場合も大学事務部が夏季休業期

間中などの事情により即時の対応が難しい期間があること、予め外部からのコンテ

ンツの操作停止を実施する日があることについて報告があった。 

③ 資料Ｐ５０に基づき、８月１８日は大学本部のメールサーバの置き換え作業があ

るため、メールの送受信が終日停止となる旨報告があった。 

④ 大学本部のメールサーバの損傷により東洋文化研究所教員のメールが喪失したケ

ースの報告があり、同様の事例に心当たりのある教員は申し出るよう要請があった。 

⑤ 平成 28年度予算の執行計画の概要について報告があった。 

  ７）防災委員会 

 土田事務長から、資料Ｐ５１～５３に基づき、平成２８年９月２０日（火）に実施

予定の東文研・博物館合同防災訓練の概要について説明があった。 

また、研究所として防災用備蓄品としての飲食料等を購入していること、各自の研

究室にヘルメットおよび非常持出袋を備え付けていることの説明があった。また、ヘ

ルメットおよび非常持出袋の所在の確認および中身の点検を行い、非常持出袋内の飲

料・食料の不足や賞味期限切れについては各自で補充・交換しておくよう要請があっ

た。 

 

８）その他  

 塚本レクリェーション委員長から、本日夕刻に暑気払いを開催するとの案内があっ

た。 



 

 ５．その他 

  １）マイナンバーの収集について 

 事務長から、資料Ｐ５４～５５に基づき、学外の方でマイナンバーの収集が必要と

なる方へ、「マイナンバー利用同意書 兼 マイナンバー届出書」及び本人確認書類

のご提出についてのお願いを実施する旨報告があった。 

  ２）教員の任期に関する規則等の改正について 

髙見澤所長から資料Ｐ５６～７６に基づき、念のため前回教授会承認済みの資料を

添付するので確認願いたい旨説明があった。 

また、前回教授会で質問のあった東アジア研究部門の正式な構成（取り扱い）につ

いて、研究所内では「第一」「第二」を付して２つの部門のように扱うことがあるが、

東洋文化研究所規則では東アジア研究部門のみの定めとなっていること。ただし実態

に鑑み、所内運用上は、必要に応じて注記などをすることで、２つの部門として扱う

ことは差支えないものとする旨説明があった。 

 

 

審議事項 

 ６．教員の海外渡航について 

    なし 

 ７．訪問研究員の受け入れについて 

    該当教員から説明があり、資料Ｐ７７のとおり１件承認された。 

 ８. 学内委員の委嘱について 

    髙見澤所長から、資料Ｐ７８に基づき説明があり、承認された。 

 ９. 寄付金の受け入れについて 

    菅教授から、資料Ｐ７９に基づき説明があり、承認された。 

10. その他 

    なし 

 

以上 

 


